
武雄市公告第１６５号

人事行政の運営等の状況について

武雄市における人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。

平成１７年１２月２７日
武雄市長 古 庄 健 介

１ 職員の任免及び職員数に関する状況
⑴ 職員の競争試験の状況（平成１６年度）

区 分 申 込 者 数 受験者数（Ａ） 最終合格者数（Ｂ） 競争率（Ａ）／（Ｂ）
一般事務Ａ １３９名 １０９名 ２名 ５４．５０倍
看 護 師 １３名 １１名 ４名 ２．７５倍

計 １５２名 １２０名 ６名 ２０．００倍
（注） 最終合格者は，平成１７年度（平成１７年４月１日付）で採用しています。

⑵ 職員の採用の状況（平成１６年度）

競 争 試 験 選 考 試 験
区 分

男 性 女 性 計 男 性 女 性 計
一般事務 ２名 ２名 ４名
医 師 ３名 ２名 ５名職 種

看 護 師 ９名 ９名
計 ２名 １１名 １３名 ３名 ２名 ５名

⑶ 職員の退職の状況（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）
区 分 男 性 女 性 計

定 年 退 職 ３名 ５名 ８名
勧 奨 退 職 ２名 ２名 ４名
普 通 退 職 ４名 ６名 １０名

計 ９名 １３名 ２２名

⑷ 部門別職員数の状況と主な増減理由
職 員 数

区 分
H16. 4. 1 H17. 4. 1

対前年
増減数

主な増減理由

議 会 ５ ５
総 務 ６３ ５９ △４ 機械化等に伴う減
税 務 ２２ ２２
労 働 １ １
農 林 １９ １９
商 工 ９ ９
土 木 ２８ ３０ ２ 下水道等業務の増
民 生 ６７ ５７ △１０ 業務の民間移管
衛 生 １１ １２ １ 環境保全業務の増

一般行政

小 計 ２２５ ２１４ △１１
特別行政 教 育 ４６ ４９ ３ 学校用務員の補充

病 院 １１１ １０９ △２ 欠員不補充
水 道 １５ １４ △１ 欠員不補充
その他 ２１ ２１

公営企業等

小 計 １４７ １４４ △３
合 計 ４２３ ４０７ △１１

（注）１．職員数は、一般職に属する職員（教育長を含む。）の数であり、地方公務員の身分を保有す



る休職者、派遣職員などを含み、日々雇用職員と非常勤職員を除きます。
２．職員定数は、４４７名です。

⑸ 定員適正化の状況
① 数値目標等

新・武雄市行政改革大綱に基づき、平成１２年度４月１日現在の職員数３３７名（市民病院を除
く。）を、平成１７年４月１日までの５か年で５％削減することを目標として計画を進めてきました。
その結果、平成１７年４月１日までに４０名削減し、５年間での削減率は１１.９％になります。

② 進捗状況 （各年４月１日現在）
区 分 平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年
職 員 数（人） ３３７ ３２４ ３２１ ３１６ ３０６ ２９７
達 成 率（％） － ７６.５ ９４.１ １２３.５ １８２.４ ２３５.３
（注） 職員数に病院事業の職員は含まない。

２．職員の給与等の状況
⑴ 人件費の状況 （平成１６年度普通会計決算）

住民基本台帳人口
（H16. 3.31現在）

歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）
人件費率
（Ｂ／Ａ）

人
34,454

千円
12,515,486

千円
382,809

千円
2,902,004

％
22.0

（注）１．普通会計には、一般会計と土地区画整理事業特別会計を合わせています。
２．人件費には、市長など三役、市議会議員、その他各種委員等の特別職に支給される給料、
報酬等を含みます。

⑵ 職員給与費の状況 （平成１７年度普通会計当初予算）

給 与 費職員数
（Ａ） 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計（Ｂ）

１人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）

人
258

千円
1,105,765

千円
142,081

千円
446,183

千円
1,694,029

千円
6,566

（注）１．職員数には、病院職員、水道課職員、競輪事業課職員、国保事務職員は含みません。
２．職員手当には、退職手当を含みません。

⑶ 職員の平均給料月額及び平均年齢の状況 （平成１７年４月１日現在 給与実態調査）

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
区 分

平均給料月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平 均 年 齢

武雄市 365,800円 44歳 4月 357,200円 52歳 3月

国 329,728円 40歳 2月 285,008円 48歳 1月

（注）１．市の一般行政職とは、全職員から病院職員、水道課職員、税務課職員、栄養士、看護・保
健師、技能労務職員を除いた職員です。

２．国の数値は、国家公務員給与実態調査によるものです。

⑷ 職員の初任給の状況 （平成１７年４月１日現在）
武 雄 市 国

区 分
決定初任給

採用２年経過
日の給料月額

決定初任給
採用２年経過
日の給料月額

大学卒 170,700円 184,400円 170,700円 184,400円
一般行政職

高校卒 138,800円 148,500円 138,800円 148,500円



⑸ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （平成１７年４月１日現在 給与実態調査）

区 分
経験年数１０年
（９年～１１年）

経験年数１５年
（１４年～１６年）

経験年数２０年
（１９年～２１年）

大 学 卒 271,175円 311,300円 374,550円
一般行政職

高 校 卒 － － －

技能労務職 高 校 卒 － － －

（注）１．経験年数とは、市職員としての在職年数及び採用までに前歴のある者は前歴換算後の年数
を加えたものです。

２．給料月額は、該当職員が４人以上いる階層を掲げたものであり、空欄は４人に満たないた
めに記載していません。

⑹ 一般行政職の級別職員数の状況 （平成１７年４月１日現在）

級 標準的な職務
職員数
（人）

構成比
（％）

１年前の構成比

（％）
５年前の構成比

（％）

９級 部長 7 3.5 3.4 3.2

８級 課長 20 10.1 10.3 9.6

７級 課長代理・室長・主幹 47 23.6 21.1 17.8

６級 課長代理・室長・主幹・係長・副主幹・主任 38 19.1 21.1 27.8

５級 係長・副主幹・主任 9 4.5 4.9 5.5

４級 係長・副主幹・主任・事務吏員・技術吏員 46 23.1 21.6 13.7

３級 事務吏員・技術吏員 27 13.6 12.7 13.7

２級 事務吏員・技術吏員 4 2.0 4.4 6.4

１級 事務吏員・技術吏員・事務補佐員・技術補佐員 1 0.5 0.5 2.3

計 199 100.0 100.0 100.0

（注）１．武雄市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

⑺ 職員手当の状況
① 期末勤勉手当 （平成１７年４月１日現在）

支給期 武 雄 市 国

（期末手当） （勤勉手当） （期末手当） （勤勉手当）

６月期 １．４０月分 ０．７０月分 １．４０月分 ０．７０月分

１２月期 １．６０月分 ０．７０月分 １．６０月分 ０．７０月分

計 ３．００月分 １．４０月分 ３．００月分 １．４０月分

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

有

② 退職手当 （平成１７年４月１日現在）
勤続期間 武 雄 市 国

（自己都合） （勧奨・定年） （自己都合） （勧奨・定年）

勤続２０年 ２１．０ 月分 ２７．３ 月分 ２１．０ 月分 ２７．３ 月分

勤続２５年 ３３．７５月分 ４２．１２月分 ３３．７５月分 ４２．１２月分

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分 ４７．５ 月分 ５９．２８月分
最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分 ５９．２８月分



③ 特殊勤務手当 （平成１６年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合 ３１．７％

支給対象職員１人当たり平均支給年額 ２６,５２５円

手当の種類（手当数） ２０

支給額の多い手当 社会福祉業務従事職員手当
代表的な手当の名称 多くの職員に支給されている

手当
市税事務従事職員手当
競輪開催業務従事職員手当

（注） 病院職員関係分は含みません。

④ 扶養手当、住居手当、通勤手当 （平成１７年４月１日現在）

内 容 国の制度との異同
扶養手当 扶養親族のある職員に対して支給 同

住居手当 借家又は所有する住宅に居住する職員に対して支給

通勤手当
通勤距離が片道２ｋｍ以上で、交通機関又は交通用具を利用
して通勤する職員に対して支給

同

⑤ 時間外勤務手当 （平成１６年度・平成１５年度決算）
支給総額 ７４,５２９千円

平成１６年度
職員１人当たり支給年額 ２４４千円

支給総額 ７５,１２２千円
平成１５年度

職員１人当たり支給年額 ２３８千円

（注） 病院職員関係分は含みません。

⑽ 特別職の報酬等の状況 （平成１７年４月１日現在）
区 分 給 料 月 額 区 分 報 酬 月 額

市 長 ８５７,８５０円 議 長 ４６２,０００円

助 役 ６８５,４４０円 副議長 ３９１,０００円
給
料

収入役 ６１３,０４０円

報
酬

議 員 ３６５,０００円

期 末 手 当 ６月期１．６月分 １２月期１．７月分 計３．３月分

３ 職員の勤務時間及び休暇に関する勤務条件の状況
⑴ 職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 休息時間
４０時間 午前８時３０分 午後５時１５分 午後３時から午後

３時１５分まで
午後０時１５分か
ら午後１時まで

⑵ 年次有給休暇の取得状況（平成１６年）

総付与日数（Ａ） 総使用日数（Ｂ） 対象職員数（Ｃ）
平均取得日数
（Ｂ）／（Ｃ）

取 得 率
（Ｂ）／（Ａ）

１５,８８３日 ３,０７１日 ４０８人 ７.５日 １９.３％
※ 派遣職は除く

⑶ 時間外勤務及び休日勤務等の状況（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）

時間外・休日勤務総時間数 職員一人当たりの時間外勤務平均時間数
２８,７１５時間 １,０２９時間

※ 医療職員を除く



⑷ 休暇等の状況
休暇の種類 休暇等の期間 摘要

年次休暇 １年につき２０日間

公務災害休暇
医師の証明等により必要と認める期間 公務災害であると認定され､勤務する

ことが困難な場合

結核性疾患休暇
・勤続年数１年未満の者 ６月以内
・１年以上５年未満の者 １年以内
・５年以上の者 １年６月以内

病気休暇
引き続き９０日以内 公務災害以外の負傷や病気により勤務

が困難な場合

生理休暇
３日以内 生理日の勤務が著しく困難な職員が請

求した場合

産前及び産後通
院休暇

その都度必要と認められる時間
・妊娠 7 月までの期間 4 週間に 1 回
・妊娠 8 月から 9 月までの期間

2 週間に 1回
・妊娠 10 月から分べんまでの期間

1 週間に1 回
・産後 1 年までの期間 1 回

妊娠中又は産後１年以内の女子職員が
保健指導又は健康診査を受ける場合

産前及び産後休
暇

産前 ８週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては 14週間）以内
産後 ８週間

育児休暇
１日２回それぞれ３０分（男性職員の
場合は当該子の母親との調整がある）

生後 1 年に達しない子を育てている職
員が、その子を保育するため請求した
場合

慶弔休暇

忌引 死亡した者により１０日から１
日の連続する日数

父母の祭日 １日
婚姻 ７日

親族が死亡した場合。職員が結婚した
場合

出産補助休暇
２日の範囲内の期間 職員が配偶者の出産により退院の付添

い等に従事するため休暇を請求した場
合

夏季休暇
７月１日から９月３０日までの期間
に、原則として連続する３日の範囲内
の期間

骨髄移植のため
の休暇

必要な検査、入院等に要する期間 職員が骨髄移植のための骨髄液を提供
するために休暇を請求した場合

ボランティア休
暇

１年に５日を超えない範囲内 職員が報酬を得ないで被災者、障害者
等に対する支援活動などを行う場合

子の看護のため
の休暇

１年に５日を超えない範囲内 小学校就学前の子を養育する職員が、
その子の看護のため勤務しないことが
相当であると認められる場合

配偶者出産時育
児休暇

産前６週間(多胎妊娠の場合１４週間)
から産後８週間までの期間おいて５日
の範囲内

配偶者が妊娠・出産期にある職員が当
該出産に係る子又は小学校就学前の子
の育児を行うため請求した場合

育児休業
子が生後３年に達する日までの間で承
認された期間

職員が３歳に満たない子を養育する場
合。休業期間は無給

介護休暇

連続する６月の期間内 職員の配偶者、子、父母等で負傷、疾
病又は老齢により、２週間以上にわた
り日常生活を営むのに支障がある者を
介護する場合。無給



その他の特別休
暇

勤務しないことがやむを得ないと認め
られるときに、その都度必要と認める
期間。
ただし、住居減失等は１週間を超えな
い範囲内。

・感染症等予防のため法により交通制
限又は遮断があった場合

・天災等による出勤することが著しく
困難であると認められる場合

・天災等により職員の現住居が滅失又
は損壊した場合

・証人、鑑定人、参考人等として官公
署等に出頭する場合

・選挙権等公民権を行使する場合
・所轄庁の事務又は事業の運営上の必
要に基づく事務又は事業の全部又は
一部が停止される場合

・市長の承認を得て任命権者が定める
事項

⑸ 育児休業の状況（平成１６年度）
区 分 男 性 女 性

育児休業の承認件数 ０件 ８件
育児休業期間延長の承認件数 ０件 ２件

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況
⑴ 分限処分者数（平成１６年度）

区 分 降 任 免 職 休 職 降 給 計
勤務成績が良くない場合 － － － － ０人
心身の故障の場合 － － １人 － １人
職に必要な適格性を欠く場合 － － － － ０人
職制，定数の改廃，予算の減少に
より廃職，過員を生じた場合

－ － － － ０人

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － ０人
合 計 ０人 ０人 １人 ０人 １人

⑵ 懲戒等処分者数（平成１６年度）
区 分 戒 告 減 給 停 職 免 職 計

法令に違反した場合 － １人 １人 － ２人
職務上の義務に違反し又は職務
を怠った場合

１人 － － － １人

全体の奉仕者たるにふさわしく
ない非行のあった場合

－ － － － ０人

合 計 １人 １人 １人 ０人 ３人

５ 職員の営利企業等従事許可等に関する服務の状況
⑴ 営利企業等従事許可の状況（平成１６年度）

営利企業等の従事の内容 許可件数
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社，そ
の他の団体の役員，顧問，評議員及び当該会社，団体の重
要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

－

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 －
報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合 １件

計
１件

(農林業センサス指導員)



６ 職員の研修の状況
⑴ 研修の状況（平成１６年度）

区 分 研 修 内 容 受 講 者 数
階層別研修 新採、一般職員研修（中級） ３６名
特別研修 全職員研修 ５３５名

市町村職員中央研修所、民間企業等 ７名
派遣研修

県市長会主催研修 ３１名
実務研修 法制執務研修、接遇研修 ２６名
自主研修 各種講座 ２９７名

合 計 ９３２名

７ 職員の健康管理等に関する福祉の状況
(1) 職員の健康診断の状況（平成１６年度）

区分 対象者 受診者
定期健康診断 ２８８名 ２８１名
人間ドック １２６名 １２６名
胃がん検診 １８名 １８名
結核・肺がん検診 ２８８名 ２８０名
婦人検診 ８名 ８名
ＶＤＴ検診 ４６名 ４６名

８ 職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立等の利益の保護の状況
⑴ 勤務条件に関する措置の要求の状況（平成１６年度）

該当なし
⑵ 不利益処分に関する不服申立ての状況（平成１６年度）

該当なし


